
基準法の対象とする者の範囲は,享業に使用される者に限られているが,労

働契約法制の対象とする者の範囲としては,そのような限定は必要ないので

はないかとの意見があった.

ぐ21労働基準法の労働者以外の者-の対応

近乳裁業形態の多様化に伴い, SOHO,テレワ-久在宅就象インデ

イペンデント.コシトラクタ-などといった雇用と自営の中間的な働き方の

増加が指摘.されておりlその中には-つの相手方と専属的な契約関係にあっ

て.主な収入源をその相手方に依存している場合も多vlと考えられるo この

ような者に7いてもl値引きの強要や-方的な仕事の打切りなど-当事者間
.の交渉力の格差等から生ずると考えられるトヲプルが存在する.

労働基準法上の労働者について労働契約法制の対象とすることは当然で
あるが.上記のような働き方の多様化によって生ずる様々な間題に対応する

ため.には,労働基準法上の労働者以外の者につVlても労働契約鋲制の対象と

することを検討する必要があるo

その際1労働基準法上の労働者として必要とされる使用従属性まではなく

とも,請負契約1委任契約等に基づき役務を提供してその対償と.して報酬を
得ており-特定の者に経済的.に従属している者については1相手方との間に

情報の愛及び量の蕗差や奏捗力め格蓋が存在する土七から,労働奏約法細の

対象とし, -定の喋護を図ることが考えられるo

,その場合一労働基準法上の労働者でなくとも労働契約法制を適用する者と

しては1例えば..次のすべての要件を満たす者が考えられるo

G,個人であることD

el.請負契約1委任葵約その他土れらに類する契約に基づき役務を提供する

ことo

QJ当該役務の提供を,本人以外の者が行うことを予定しないことo

61その対償として金鋲上の利益を受けることo

61収入の大部分を特定の者との継療的な契約から得,それにより生活する

者であることo

なお-具体的な事案に応じて柔軟に労働契約法制の規定が適用されるよう1

裁判において労働基垂法の労働者以外の者にも労働契約法制の規定の類推

適用が促進されるような方策を検討するべきであるとの意見もあったo

vザれにしてもl労働契約法制の対象を広く検討する場合には,どのよう

な者にlどのような窺定を適用することが適当かについて,これらの者の働

き方の実態を踏まえて十分な検討を行う必要があるD

く31使用者の範困
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